
 

 

 

 
 

 

【協議事項】 

ア 公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想 【教育施設課】P.1 

イ 浜松市中心市街地活性化ビジョン（案）のパブリック・コメントの実施に

ついて 【産業振興課】P.5 

ウ 追加分のパブリック・コメントの取扱いについて 【区振興課】P.39 

【その他】 

・令和７年度協働センターを核とした地域課題解決事業について 

 【北部協働センター】P.49 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月２４日開催 

中央区協議会 

（中地域分科会） 

令和７年度 第９回中央区協議会

（中地域分科会） 

会議資料① 



 



第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

〇背景・目的 

・令和 7 年 4 月に第 2 期「浜松市公共施設等総合管理計画」を

策定。庁内会議を設置し、公共施設複合化の検討を実施。 

・複合化にあたっては、市民の安全・安心と利便性向上のみな

らず、子育て支援や教育の充実、地域コミュニティの活性化

などの視点から検討し、「元気なまち・浜松」の実現に資する

施設を目指す。 

〇経緯 

・佐鳴台地区は、小中学校ともに老朽化していること、各１校

で隣接していること、児童生徒数の減少により建設当初の教

室数に対し学級数が半減していることから、小中一貫校化の

検討を開始。同時に、同じく老朽化が進行する協働センター

について、同一敷地内に必要面積が確保できることから小中

学校との複合化を検討した。 

・教育全体の課題である特別な支援を要する児童生徒への支援

体制の充実のため、教育と福祉の連携強化の取組みとして、

施設の老朽化などの課題がある子どものこころの診療所の同

一敷地内への併設を検討した。 

 

対象の区協議会 中央区協議会（中地域分科会） 

内  容 

 

「公共施設複合化「佐鳴台地区」事業構想」について、概要

を説明するとともに、内容について協議するもの。 

 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

協議結果を得たい時期：令和 7年 12 月 

担当課 

教育施設課 

市民協働・地域政

策課 

障害保健福祉課 

担当者 
安田 玲 

（教育施設課） 
電話 457-2403 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市中心市街地活性化ビジョン（案）のパブリック・コメントの実施につ

いて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

○背景・経緯 

・ これまで中心市街地活性化に向けて、1999 年に第 1期計画、

2015 年に第 2期計画を策定し、その後は本市独自の「中心市

街地活性化の方針」に基づいて取り組みを進めてきた。 

・ 令和 5年度に「まちなか賑わい創出実現方策調査検討事業」

を実施するなかで、市民アンケートやまちなか関係者へのヒ

アリング等において、ビジョン策定を求める声が多くあっ

た。 

・ 令和 8 年 3 月末の認定を目指した中心市街地活性化基本計

画を策定とともに、10年、20 年後の中長期的なビジョンを

策定し、市民と共有して取組む必要があることから同時に

ビジョン策定をすることに至った。 

対象の区協議会 
中地域分科会、東地域分科会、西地域分科会、南地域分科会、

浜名区代表会 

内  容 

市のビジョン案について意見を伺う。なお区協議会でいただ

いた意見は、パブリック・コメントの意見の内容として取り扱

う。 

【計画期間】 

2026（令和 8）年度から 2044（令和 26）年度までの 19 年間 

【中心市街地活性化ビジョン（案）】 

 

備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・意見募集期間  ：令和 7年 12 月 19 日（金） 

          ～令和 8年 1月 19 日（月） 

・市の考え方の公表：令和 8年 3月予定 

・施行時期    ：令和 8年 4月予定 

担当課 産業振興課 担当者 栂野広樹 電話 053-457-2285 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 
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浜松市中心市街地活性化ビジョン（案） 
に対するご意見をお待ちしています！ 

 
 
 

１．「浜松市中心市街地活性化ビジョン（案）」とは 

中心市街地活性化に向けて、中心市街地のミッション（使命・存在意義）、ビ

ジョン（目標・理想像）、バリュー（価値観・行動指針）を整理し、10 年後、

20 年後を見据えた中長期的な目標を「目指す将来像」として示すものです。 

 
２．案の公表期間及び意見募集期間 

令和７年１２月１９日（金）～令和８年１月１９日（月） 
 
３．案の公表先 

産業部産業振興課、市政情報室、区役所、行政センター、支所、協働センター、

ふれあいセンター、中央図書館、市民協働センター（中央区中央一丁目）、パ

ブコメ PR コーナー（市役所本館 1階ロビー）にて配布 
浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載 
【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】 
 

４．意見の提出方法 

意見書には、住所※、氏名または団体名※、電話番号を記入して、次のいずれか

の方法で提出してください。 
※住所および氏名または団体名が未記入の意見には、本市の考え方は示しません。 

・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令等に  

基づき適正に管理します。 
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ
ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。） 

①直接持参 
産業部産業振興課（市役所本館６階） 
まで書面で提出 

②郵便【はがき、封書】 
（最終日の消印有効） 

〒４３０－８６５２ 
浜松市中央区元城町１０３－２ 産業振興課あて 

③電子メール shougyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
④ＦＡＸ ０５３－４５７－２２８３（産業振興課） 

 
５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表 

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、令和８年３月に

公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

 
６．問い合わせ先 

産業部産業振興課（ＴＥＬ ０５３－４５７－２２８５） 
 

 

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例などを策定す

るときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご意見、ご要望など

を聴きながら最終的な案を決定する手続きのことをいいます。 

浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入しています。 
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下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください 

 
 

●パブリック・コメント実施案件の概要  

●意見提出様式（参考）        

●浜松市中心市街地活性化ビジョン（案） 

 
  ●浜松市中心市街地活性化ビジョン（案）資料編 

   １ 中心市街地活性化ビジョン策定の背景  ･･････ Ｐ 1 

   ２ 中心市街地活性化ビジョンの位置づけ  ･･････ Ｐ 1～Ｐ 2 

   ３ 計画期間               ･･････ Ｐ 3 

   ４ 協議体制               ･･････ Ｐ 3 

   ５ 現状と課題               ･･････ Ｐ 4～Ｐ 5 

   ６ 中心市街地目指す姿・将来像      ･･････ Ｐ 6～Ｐ13 

   ７ ビジョンの実現に向けて        ･･････ Ｐ14 

   ８ 用語解説               ･･････ Ｐ14～Ｐ15 
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パブリック・コメント実施案件の概要 

 

案件名 浜松市中心市街地活性化ビジョン（案） 

趣旨・目的 

・ 中心市街地の活性化に向けては、官民が連携し、同じ目標に向かって

取り組みを進めることが重要です。 

・ こうしたことから、中心市街地活性化に向けた将来像を目標として示

す中・長期的なビジョンを策定し、市民の皆さまとも共有するととも

に将来像の実現に向けて、関係団体や関係機関が一体となって取り組

むものです。 

策定に至った 

背景・経緯 

・ これまで中心市街地活性化に向けて、1999 年に第 1期計画、2015 年に

第 2期計画を策定し、その後は本市独自の「中心市街地活性化の方針」

に基づいて取り組みを進めてきました。 

・ 令和 5 年度に「まちなか賑わい創出実現方策調査検討事業」を実施す

るなかで、市民アンケートやまちなか関係者へのヒアリング等におい

て、ビジョン策定を求める声が多くありました。 

・ 令和 8年 3月末の認定を目指した中心市街地活性化基本計画を策定と

ともに、10 年、20 年後の中長期的なビジョンを策定し、市民と共有

して取組む必要があることから同時にビジョン策定をすることに至

りました。 

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

・ 中心市街地活性化に向けて、中心市街地のミッション（使命・存在意

義）、ビジョン（目標・理想像）、バリュー（価値観・行動指針）を整

理し、10 年後、20 年後を見据えた中長期的な目標を「目指す将来像」

として示しました。 

案のポイント 

・ 骨子となるＭＶＶ（ミッション｜使命・存在意義）、ビジョン｜目標・

理想像、バリュー｜価値観・行動指針）を定め、平易な文章とイラス

トで構成しました。 

  【ミッション】 

   ■未来へ紡ぐ“CREATIVE HUB” 

    ・中心市街地の使命・存在意義を「創造の中心地＝Creative Hub」

と定義しました。 

  【ビジョン】 

   ■歴史、文化、未来に触れ、豊かさを実感する世界水準のまち 

    ・中心市街地の理想の将来像を市民が誇りを持てるより良い未来

として描きました。 

  【バリュー】 

   ■世界を魅了する。創造は無限大。 

   ■成長を止めない。未来を現実に。 
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   ■心豊かな暮らしへ。浜松愛をもっと。 

   ■共に挑む。時代の先へ。 

    ・「価値を創る・価値を継ぐ」、「ひと・まち」の二つの軸で、中

心市街地活性化に向けた価値観・行動指針を示しました。 

関係法令・ 

上位計画など 
浜松市総合計画 基本計画 

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

令和 7年 12 月～令和 8年 1月 案の公表・意見募集 

令和 8年 3 月 案の修正、市の考え方の作成 

令和 8年 3 月 意見募集結果および市の考え方を公表 

令和 8年 3 月 最終案報告 

令和 8年 4 月 施行 

 

 

< 10 >



パブリック・コメント意見提出様式 
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～  

 

※ご住所 
（所在地） 

 

※お名前 
（法人名・団体名） 

 

電話番号  

案の名称 浜松市中心市街地活性化ビジョン（案） 

意見募集期間 令和７年１２月１９日（金）～令和８年１月１９日（月） 

意見欄 

 

 

・※ご住所およびお名前が未記入のご意見には、実施機関の考え方は示しません。 

・個人情報は、本事業においてのみ使用することとし、個人情報保護に関する法令

等に基づき適正に管理します。 

・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その

場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 

・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 

 
【提出先】 産業部産業振興課あて 
住所    ：〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３－２ 
ＦＡＸ   ：０５３－４５７－２２８３ 
Ｅ－ｍａｉｌ：shougyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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～どうやって意見を書いたらいいの？～ 
 

「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。 
・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。 
・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

  

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 
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  浜松市総合計画及び浜松市都市計画マスタープランとの整合を図

るため、
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浜松市中心市街地活性化ビジョン 資料編 

2026（令和８）年３月発行（2026～2044） 

 

＜発行＞浜松市 産業部 産業振興課 

〒430-8652 浜松市中央区元城町 103-2 

電話：053-457-2285 FAX：053-457-2283 

E-mail：shougyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 追加分のパブリック・コメント(パブコメ)の取扱いについて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・現在、令和７年度に予定されているパブコメ案件（６件）について

は、全て中地域分科会にて対応（パブコメ実施担当課による説明又

は資料配付）が決定している。  

・新たに、予防課の「浜松市火災予防条例の一部改正（案）」について、

案件が追加されたため、区協議会での取扱いについて協議するもの。 

パブコメの運用区分 

①原則として、情報提供までとし、概要版の配付にとどめる。 

ただし、以下②、③の場合は区協議会での説明を行う。 

②実施担当課の判断によって意見を聴取する必要がある場合 

③区協議会から求められた場合 
 

対象の区協議会 中央区協議会（中地域分科会） 

内  容 

１ パブコメ（追加分（１件））の概要  

別紙１ 令和７年度追加パブリック・コメント一覧表のとおり  

２ 協議事項  

上記パブコメ案件について、パブコメ実施担当課（以下、「実施担当

課」と表記）からの説明を求めることについて協議するもの。（パブコ

メ運用区分③）なお、同一区内の地域分科会で取扱いが一致しない場

合は、別紙２の運用ルールに基づき取扱いを決定する。 （運用ルール

は代表会にて決定済）  

３ 今後スケジュール  

令和７年 12 月：追加分のパブコメの取扱い（実施担当課による説明

又は資料配付）を協議 別紙２に基づき追加パブコ

メの取扱いを決定  

令和８年１月 ：実施担当課は上記決定に基づき、区協議会での説明

又は資料配付 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 

担当課 中央区区振興課 電話 457-2210 
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フローチャート

※資料配付の考え方

「地域分科会」が多

い
D

代表会：資料配付なし

地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ

実施課による説明。その他地域は資料配付。

「資料配付」が多い D
代表会：資料配付なし

地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ

実施課による説明。その他地域は資料配付。

「資料配付」が多い C
代表会：資料配付なし

地域分科会：資料配付のみ

「代表会」「地域分

科会」「資料配付」

が混在

「代表会」が多い A
代表会：パブコメ実施課による説明

地域分科会：資料配付のみ

「代表会」と

「資料配付」が混在

「代表会」「資料配

付」が同数
A

代表会：パブコメ実施課による説明

地域分科会：資料配付のみ

「代表会」が多い A
代表会：パブコメ実施課による説明

地域分科会：資料配付のみ

「代表会」が多い A
代表会：パブコメ実施課による説明

地域分科会：資料配付のみ

「地域分科会」が多

い
B

代表会：資料配付なし

地域分科会：パブコメ実施課による説明

「地域分科会」と

「資料配付」が混在
D

代表会：資料配付なし

地域分科会：説明を希望した地域のみパブコメ

実施課による説明。その他地域は資料配付。

「代表会」と「地域

分科会」が混在

「代表会」と「地域

分科会」が同数
B

代表会：資料配付なし

地域分科会：パブコメ実施課による説明

「地域分科会」で一

致
B

代表会：資料配付なし

地域分科会：パブコメ実施課による説明

「資料配付」で一致 C
代表会：資料配付なし

地域分科会：資料配付のみ

同一区内の全地域分科会の取扱（意見）
・地域分科会へ説明又は資料配付する場合、代表会には

 資料配付しない。（委員重複のため）

・代表会へ説明する場合は、地域分科会へ資料配付する。
一致していない 一致している

「代表会」で一致 A
代表会：パブコメ実施課による説明

地域分科会：資料配付のみ

地域の

意向どおり

地域優先

代表会優先

別紙3

中央区のみ

中央区のみ

中央区のみ

中央区のみ

これより下は、中央区のみ
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【浜松市火災予防条例の一部改正について】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な改正内容 

林野火災防止対策として、林野火災の予防上注意を要する気象状況に至ったときには、「林野火災注意

報」を発令し、たき火や喫煙などの屋外での火の使用制限に努めるとともに、指定された区域内では、た

き火や喫煙などの屋外での火の使用制限の努力義務を課すものです。 

さらに、林野火災の予防上危険な気象状況に至ったときには、林野火災の予防を目的とした火災に関す

る警報（「林野火災警報」）を発令し、指定された区域内では、たき火や喫煙などの屋外での火の使用制限

を義務付けるものです。 

 

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準 

【 林野火災注意報（以下のいずれかの条件に該当する場合に発令）】  

・前３日間の降雨量が１㎜以下 かつ 前３０日間の降雨量が３０㎜以下 

・前３日間の降雨量が１㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表 

【林野火災警報】 

・林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合 

 

林野火災注意報・林野火災警報発令時の火の取扱い制限の内容（注意報発令時は努力義務） 

・山林、原野での火入れ 

・煙火の消費（※花火の打ち上げ） 

・屋外での火遊び、たき火 

・屋外での引火性・爆発性物品の付近での喫煙 

・山林、原野での喫煙 

・取灰や火粉など残火物の始末 

・屋内で裸火を使用する際の窓・出入口の閉鎖 

 

林野火災注意報・林野火災警報発令時に火の取扱いが制限される区域 

・浜名区の一部 

 都田地区、新都田地区、中瀬地区、赤佐地区、 

麁玉地区、細江地区、引佐地区、三ヶ日地区 

・天竜区全域 

今春、岩手県大船渡市、愛媛県今治市、岡山県岡山市など、全国各地で林野火災が多数発生しまし

た。特に２月に発生した大船渡市の林野火災は、林野が約３，３７０ヘクタール焼損し、発生から鎮

火まで４０日間を要する大規模なものでした。 

大船渡市林野火災を受けて、消防庁が開催した「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり

方に関する検討会」の報告書では、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災

予防の実効性を高めることが必要であることが示されました。 

これを受けまして、本市においても、林野火災予防の実効性を高めることは重要であることから、

林野火災の予防上、注意を要すると認められる気象条件に至ったときには、市民に対して火の使用に

ついての注意喚起等を行うことができるよう浜松市火災予防条例の一部を改正するものです。 
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林野火災注意報・林野火災警報発令時に火の取扱いが制限される区域 
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令和７年度協働センター等を核とした地域課題解決事業について 

中央区区振興課（北部協働センター） 

件  名 地域で防災を考えよう！その時は必ず来る・・・備えるのは今！ 

事業の概要 

(背景、経緯、 

 現状、課題等) 

○背景 

・自然災害は人間の都合に合わせてくれない。 

・地震も大雨も竜巻も突然やってくる。 

・いざという時に役立つ防災の心構えや知識を学ぶ機会の創出。 

○経緯 

・自治会長から当協働センターに対し、地震などの被害を想定した対策 

 をしたいと、防災に関する相談があった。 

・このため、地域課題として防災意識を高める事業を実施するもの。 

○課題 

・大規模災害時には行政機能が麻痺する可能性があり、「自分の命は自分で

守る」「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識が不可欠である。 

・当協働センター周辺の居住区域は台地にあることから、地震、津波に対

する防災意識が薄れていることが課題である。 

・このため、災害発生時の実践的な内容を学ぶことを通じて、住民一人ひ

とりの防災意識を高めることが必要である。 

 

内  容 

○目的 

・災害時の疑似体験を通して事前対策、日頃の備えについて今一度見直し、

台地に住む地域住民一人一人の防災意識の醸成を図るもの。 

○内容 

・活動場所：北部協働センター 

・活動内容： 

①「3.11」東北や能登半島で起きた地震を想定し、以下について疑似 

体験。 

ア 冬場の暖房がない状況での過ごし方 

イ 電気やガスのない状況での調理の仕方  

ウ 下水道が利用できない状況のトイレの利用 

→体験することで、何を備えるべきか自身の必要なものを考える。 

②簡易トイレ、家具転倒防止具、非常食を協働センター館内に展示し、

センターの別講座の際にもＰＲをする。 

③地域の防災訓練等に必要に応じて簡易トイレ等貸し出しを行う。 

・参加者・予定人数：地域住民・30 人 

・実施時期：①令和 8年 1月 17 日（予定） 

②③随時 

・講師：防災士、アウトドアガイド 

○事業費 84 千円 
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